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ごみ焼却施設の候補地選定について 

三次選定における評価の考え方（案） 

 

候補地選定における三次選定は、「中間報告」を受けてパブリックコメント等により、

市民から寄せられた意見を考慮した上で行うべきと考えられますが、比較評価については

現段階より進めていく必要があります。 

このため、三次選定の進め方としては、下に示すイメージのように、評価にぶれの生じ

にくい定量的な評価を先行して行い、その後、市民意見を踏まえた定性的な評価を行うこ

とで、これら両評価による総合評価から、最終的な候補地区を選定する方式が考えられま

す。 

 

定量評価 定性評価

最終候補地区

比較評価案を基に、委員
意見を反映し、定量的な
部分での評価を実施。

パブリックコメントを踏ま
え、委員それぞれの意見
を集約し、定性的な部分
での評価を実施。

数箇所を選定

 

図 三次選定評価フロー 

 

三次選定のうち、定量評価部分については、狭域候補地区として選定された１５箇所に

ついて、基本条件を基にした比較評価項目を設け、各候補地区の点数付けを行うことによ

り評価を行った場合の定量評価（案）を次頁以降に示します。 

また、定性評価部分については、市民からの意見やこれまでの検討の経過を踏まえ、委

員それぞれの視点から、１５箇所の候補地に順位付けを行っていただき、この結果を集計

して定性評価結果としてはと考えています。 
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第三次選定比較評価項目（案）

評価の指標 評価の考え方 評価の基準

① 住宅地群の近接状況
住宅地群からの近接度合い
（距離）を評価

◎：300m圏内に住宅地群が認められない。
○：100m～300m圏内に住宅地群が認められる。
△：100m圏内に住宅地群が認められる。

「300ｍ以内に学校、幼稚園、保育園及び病院等
がなく」の条件は整理済みであることから評価の
対象から除外し、住宅地群の近接について評価
する。

② 風致地区等への近接状況
風致地区等の指定区域への
近接度合い（距離）を評価

◎：近接していない。
○：100m圏内に近接している。
△：隣接している。

委員会での意見により近接状況を評価する。

③ ― ― ―
１５ヵ所の候補地区には該当しない条件のため、
評価の対象から除外する。

④ 活断層の近接状況 活断層からの距離を評価
◎：300m圏内に活断層が認められない。
○：100m～300m圏内に活断層が認められる。
△：100m圏内に活断層が認められる。

地滑り防止区域及び急傾斜地崩落危険区域は、
候補地には含まれていないことから評価対象か
ら除外する。

⑤ 収集・運搬効率
収集・運搬のトータルコストを
評価

◎：収集運搬コストが現施設比1.1倍以下。
○：収集運搬コストが現施設比1.1倍～1.4倍。
△：収集運搬コストが現施設比1.4倍以上。

収集・運搬コストを現環境清美工場との相対比
較により評価する。

⑥ 現況の土地利用状況 現況の土地利用を評価
◎：山林及び丘陵地
○：農用地
△：区域の一部に住宅が点在している。

調査検討した項目とは異なるが、重要な項目とし
て考えられる現況の土地利用の状況を評価す
る。

⑦ 搬入道路の整備状況
主要な搬入道路からの距離を
評価

◎：搬入道路の整備が必要ない。
○：100m程度の搬入道路の整備が必要。
△：300m程度の搬入道路の整備が必要。

１５ヵ所の候補地区の面積は必要とする敷地面
積の１０haよりかなり広いことから、最終的な候
補地区において１０ha程度の敷地を想定して再
検討が必要。

⑧ 都市基盤の整備状況 インフラ整備のコストを評価 ◎～△：相対評価
供給設備の建設に伴うインフラ整備のコストを積
算し評価する。

農振農用地 農振農用地の指定状況
農振農用地に指定されている
かを評価

◎：指定されていない。
○：一部が指定されている。
△：ほぼ全域が指定されている。

狭域候補地選定では、選定条件になかったが、
考慮すべき項目。

保安林 保安林の指定状況
保安林に指定されているかを
評価

◎：指定されていない。
○：一部が指定されている。
△：ほぼ全域が指定されている。

狭域候補地選定では、選定条件になかったが、
考慮すべき項目。

① 用地の買収に係るコスト
用地の買収に係るコストにつ
いて評価

◎：比較的安い価格。
○：平均的価格。
△：比較的高い価格。

１５地区について路線価等を参考にして相対比
較を行い、評価の基準を決定。

２）基本条件以外の考慮すべき項目 ② 敷地造成に係るコスト
大規模造成及び擁壁の必要
性を評価

◎：平坦地。
○：緩やかな傾斜地。
△：急傾斜地。

一般的には、平坦地に比べ急傾斜地の方が敷
地造成に係るコストが高くなる。

③ 用地取得の難易度 土地の権利関係を評価
◎：権利者数が少ない。
○：権利者数は比較的少ない。
△：権利者数が多い。

一般的には、権利者数が多い方が、用地買収の
交渉事項が複雑になるため、用地取得が困難と
なる。

※　評価の基準(案)　◎：３点、○：２点、△：1点として評価

評価の重み付け
比較評価項目

備　考１）候補地の選定における基本条件

300ｍ以内に学校、幼稚園、保育園及び病院等が
なく、住宅地群に近接していないこと。

自然環境を保全するため、自然公園地域、風致地
区、環境保全地区等には設けないこと。

生活環境を保全するため、人口の密集した地域
や、住居専用地域（都市計画法)等には設けないこ
と。

防災面に配慮するため、災害の危険性がある地域
は避けること。

その他の条件⑨

ごみの収集・運搬効率がよく、焼却後の残渣の処
理に便利な場所を選ぶこと。

将来にわたって、土地利用が決まっている地区に
は設けないこと。

搬出入のための主な道路が整備出来ているか、整
備出来ることが確実な場所であること。

電気、ガス、水道等の供給設備の整備が困難でな
いこと。
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三次選定における比較検討項目 

１）候補地の選定における基本条件  

基本条件① 300ｍ以内に学校、幼稚園、保育園及び病院等がなく、住宅地群に近接し

ていないこと。 

 

住宅地群の近接状況を評価 

 

評価の基準 

◎ ３００ｍ圏内に住宅地群が認められない。 

○ １００～３００ｍ圏内に住宅地群が認められる。 

△ １００ｍ圏内に住宅地群が認められる。 

 

〔近接状況について〕 

添付図面及び現況調査により確認。 

 

注 ① 住宅地群の定義並びに近接の距離等の条件を決定した後、評価の基準により整理

する必要がある。 

② 候補地区の中に点在する住宅地の区域については、候補地区のエリアから除外す

る方法もある。 

③ 候補地区の周辺における既存の住宅地群と認められる区域から、例えば 100～

200ｍ以内のエリアについては、候補地区から除外した後、評価の基準により整理

方法も考えられる。 

 

基本条件② 自然環境を保全するため、自然公園地域、風致地区、環境保全地区等には

設けないこと。 

 

国定公園、風致地区等への近接状況を評価 

 

評価の基準 

◎ 近接していない。 

○ １００ｍ圏内に近接している。 

△ 隣接している。 

 

〔近接状況について〕 

添付図面により確認。 
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基本条件④ 防災面に配慮するため、災害の危険性がある地域は避けること。 

 

活断層の近接状況を評価 

 

評価の基準 

◎ ３００ｍ圏内に活断層が認められない。 

○ １００～３００ｍ圏内に活断層が認められる。 

△ １００ｍ圏内に活断層が認められる。 

 

〔近接状況について〕 

添付図面により確認。 

 

注 ① 活断層帯から 300ｍ以内の区域については、候補地区から除外する方法も考え

られる。 

 

基本条件⑤ ごみの収集・運搬効率がよく、焼却後の残渣の処理に便利な場所を選ぶこ

と。 

 

各候補地区の収集・運搬コストを現施設と相対比較し評価 

 

評価の基準 

◎ 収集・運搬コストが現施設との比率が１.１倍以下。 

○ 収集・運搬コストが現施設との比率が１.１倍～１.４倍。 

△ 収集・運搬コストが現施設との比率が１.４倍以上。 

 

〔収集・運搬コストの相対比較について〕 

１）各候補地区にごみ焼却施設を設置した場合の収集・運搬コストを積算する。 

（条件） 

・小学校校区を参考に、奈良市内を４８の地区に区分する。 

・ごみの発生量については、各小学校の学校区単位の人口に一人当たりのごみ量（４３

３グラム／人・日）を乗じて計算する。 

・各小学校の立地場所に学校区内で発生したごみを全て収集し、小学校からごみ焼却施

設まで運搬するコストを積算する。 

・運搬道路としては、国道・県道・及び主要な市道等の２車線以上の大型車が通行可能

な道路を利用し、運搬距離を算出する。 

  ・各小学校からごみ焼却施設への収集・運搬コストを算出し、その合計金額をトータル

コストとして、積算する。 

２）各候補地区ごとに積算した収集・運搬コストと、現在のごみ焼却施設におけるコスト

を相対比較し評価を行う。 
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基本条件⑥ 将来にわたって、土地利用が決まっている地区には設けないこと。 

 

現況の土地利用状況を評価 

 

評価の基準 

◎ 山林及び丘陵地。 

○ 農用地。 

△ 区域の一部に住宅が点在している。 

 

〔利用状況について〕 

添付図面及び現況調査により確認。 

 

 

基本条件⑦ 搬出入のための主な道路が整備できているか、整備出来ることが確実な場

所であること。 

 

搬入道路の整備状況を評価 

 

評価の基準 

◎ 搬入道路の整備が必要ない。 

○ １００ｍ程度の搬入道路の整備が必要。 

△ ３００ｍ程度の搬入道路の整備が必要。 

 

〔整備状況について〕 

１）添付図面及び現況調査により確認。 

２）国道・県道及び主要な市道等で２車線以上の大型車が通行可能な道路に隣接して

いる候補地区については、搬入道路の整備が必要ないとした。 

３）⑫―１については、名阪国道（自動車専用道路）に接しているが、当該道路から

直接候補地区への搬入道路の引き込みが行えない。このため、五ヶ谷インターチェ

ンジからの搬入道路の整備での評価を行う。 
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基本条件 ⑧電気、ガス、水道等の供給設備の整備が困難でないこと。 

 

供給設備の整備における相対比較を評価 

 

相対比較の方法 

各設備の整備における評価の基準をもとに検討する。 

（条件） 

１．電気については特に重要な供給施設であることから、評価ポイントを２倍とした。 

２．ガス供給施設については、工事負担額が高額となり、他の経済的な方法でも対応が可

能と考えられることから、評価の対象から除外した。 

３．各供給施設においての評価の基準を整理し、◎：３点 ○：２点 △：１点として評

価し、評価点の合計で供給設備の総合評価を行う。 

 

◎：評価点の合計 １０～１２点 

○：評価点の合計  ８～ ９点 

△：評価点の合計  ８点以下 

として、供給設備の整備における総合評価を整理する。 

 

 

特別高圧電力の受電における負担金比較（１） 

 

評価基準 

◎ 工事負担金が 1,000 万円以下。 

○ 工事負担金が 1,000 万円～5,000 万円未満。 

△ 工事負担金が 5,000 万円以上。 

 

〔負担金の算定について〕 

１）契約電力 3,000kW、特別高圧 22kV2 回線受電方式を条件として算定。 

２）常時の工事負担金は、工事費 15,750,000 円（関西電力負担額）を超えた部分の負

担が必要。 

３）売電する場合は、具体的な検討段階で電力会社と別途協議が必要である。 
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水道供給における比較（２） 

 

評価の基準 

◎ 候補地の前面道路にΦ１５０㎜以上の配水管が敷設されている。 

○ 候補地の前面道路にΦ７５～１５０㎜の配水管が敷設されている。 

△ 候補地の前面道路には、Φ７５㎜以上の配水管が敷設されていない。 

 

〔水道の供給施設の整備について〕 

１）一つ口径の大きい既設の配水管からしか引き込みは出来ない。 

（例えば、Φ１００㎜の管を引き込むならば、Φ１５０㎜以上の配水管からしか

引き込めない。） 

２）供給施設の整備費については、全額事業者負担となる。 

３）メータの口径により施設分担金、及び地域によっては加算分担金が必要となる。 

 

 

 

下水道施設の整備における比較（３） 

 

評価の基準 

◎ 公共下水道の処理区域に含まれている。 

○ 公共下水道の全体計画区域に含まれているが、事業認可区域外のため、下水道施設

の整備には処理区域に編入する必要がある。 

△ 公共下水道の全体計画区域に含まれていないことから、公共下水道の施設整備は行

えず、単独の合併浄化槽を建設し、発生する汚水を処理する必要がある。 

 

〔公共下水道の整備について〕 

１）既設下水道管からの汚水排水施設の整備費については、全額事業者負担となる。 

また、民間と同じく流出量に応じて下水道使用料金が必要。 

２）事業認可区域への編入は、概ね５年ごとに行われる計画変更の時期には可能である

が、随時の区域編入は出来ない。 

３）単独の合併浄化槽の設置については、汚水の流出量により施設規模が決まる。 

また、施設建設費及び通常の維持管理費が必要となる。 
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ガスの供給における負担金比較（４） 

 

〔負担金の算定について〕 

１）大阪ガスの負担はなく、すべて事業者負担。 

２）サテライト基地の建設費は、約 2 億 7 千万円（60kl 仕様） 

 

評価の考え方 

①調査の結果、15 箇所の候補地の前面道路には必要とする口径（Φ150 以上）の既設の

ガス管は埋設されておらず、供給を受けるには新設をしなくてはならない。新設の工事

費用は、いずれの場所も 1 億円以上が必要であることから、他の経済的な方法で比較検

討する必要がある。 

②一般的には施設の前面道路に既設ガス管が埋設されている場合は、ガス供給を受けるが、

絶対的なインフラ整備の内容ではなく、灯油等を利用した別の方法でも対応可能である。 

 

以上のことから、比較評価項目からは除外してはと考えられる。 

 

基本条件 ⑨その他の条件 

農振農用地の指定状況を評価 

 

評価の基準 

◎ 指定されていない。 

○ 一部が指定されている。 

△ ほぼ全域が指定されている。 

 

〔指定状況について〕 

添付図面により確認。 

 

基本条件 ⑨その他の条件 

保安林の指定状況を評価 

 

評価の基準 

◎ 指定されていない。 

○ 一部が指定されている。 

△ ほぼ全域が指定されている。 

 

〔指定状況について〕 

添付図面により確認。 

 



- 9 - 

２）基本条件以外の考慮すべき項目 

① 用地買収に係るコスト 

 

用地買収に係るコスト比較を評価 

 

評価の基準 

◎ 鑑定価格が、概ね２万円／㎡以下 

○ 鑑定価格が、概ね２万円～４万円／㎡未満 

△ 鑑定価格が、概ね４万円／㎡以上 

 

〔用地買収コストの積算について〕 

 １）現時点では、正式な鑑定評価を実施出来ないことから、路線価［平成１９年度財産

評価基準書路線価図（大阪国税局）］等を参考に積算する。 

２）地区番号③～⑤については、前面道路における路線価から積算する。 

    （鑑定価格≒路線価÷０.８） 

３）地区番号⑥～⑫については、路線価がないことから近傍の路線価並びに、以前鑑定

された場所の価格を参考に積算する。  

４）正式な鑑定評価については、一箇所当たり鑑定料が高額なことから、もう少し地域

が絞られた状況において、必要な時期に実施する予定。 

 

 

 

 

 ② 敷地造成にかかるコスト 

 

大規模造成及び擁壁の必要性を評価 

 

評価の基準 

◎ 平坦地。 

○ 緩やかな傾斜地。 

△ 急傾斜地。 

 

〔指定状況について〕 

添付図面及び現況調査により確認。 
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③ 用地取得の難易度 

 

用地取得の難易度を評価 

 

評価の基準 

◎ 土地の権利者数が少ない 

○ 土地の権利者数が比較的少ない 

△ 土地の権利者数が多い 

 

〔土地の権利者数について〕 

１）土地の権利者が概ね特定され、かつ広い面積を所有している場合については、「土

地の権利者数が少ない（概ね１０名以下）」として、評価の基準を◎とする。 

２）土地の利用状況から、山林等に利用されている区域については、「土地の権利者数

が比較的少ない」として、評価の基準を○とする。 

  （山林等については、１筆当たりの面積が大きく、その結果権利者数は、比較的少な

いと考えられる。） 

３）土地の利用状況から、農地、宅地、雑種地等に利用されている区域については、「土

地の権利者数が多い」として、評価の基準を△とする。 

（農地、宅地、雑種地等については、１筆当たりの敷地面積が比較的小さく、その結

果権利者数は、多いと考えられる。） 
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三次選定における評価の重み付け（案） 

 

三次選定の比較評価項目については、周辺住民の生活環境や、自然環境の保全、施設の安

全・安定性、施設整備や収集運搬に係るコスト面、用地取得の難易度など、多岐にわたる評

価項目それぞれの重要度は必ずしも同等ではありません。したがって、評価の重み付けを行

うことにより、評価項目間の重要度の差異をつける必要があると考えられます。 

評価項目の重み付けは、その重要度に応じて、 

重要   ３点 

中間   ２点 

軽微   １点 

を付与し、それぞれの評価項目ごとの評価基準点と重み付けを掛け合わせることにより、

この合計点により定量評価を行うことを考えています。 

以下に重み付けの考え方を示します。 

 

◇ 生活環境の保全にかかる事項（基本条件①が該当） 

ごみ処理施設は生活に密着した社会基盤施設であるものの、迷惑施設であるという認識

が根強いこともまた事実です。周辺環境への影響を可能な限り低減できるような施設の整

備、運営はもちろんのことながら、住民感情を考慮すると、住宅地群等に近接するような

場所を避けることが必要です。 

 

◇ 自然環境の保全にかかる事項（基本条件②が該当）  

施設の整備・運営にあたっての周辺環境への影響を可能な限り低減するにしろ、ごみ処

理施設が出来ることの自然環境への影響がゼロになることはありません。ただし、自然環

境の保全区域については、既にこれまでの候補地選定の中で候補地区から除かれてきてお

り、出来る限り近接する区域を避けるべきと考えられます。 

 

◇ 施設の安全・安定性にかかる事項（基本条件④が該当） 

ごみ処理施設は生活に密着した社会基盤施設であり、毎日市内各家庭・事業所から排出

されるごみの処理が、災害等の緊急時にあっても、滞ることのないよう計画する必要があ

ります。施設の設計に当たっては、耐震基準を満足するような施設とすることはもちろん

ですが、断層直上等の想定不可能な危険性をはらむ場所については、災害時の甚大な二次

災害等のおそれがあり、避けることが必要です。 

 

◇ 施設整備のスケジュールにかかる事項（基本条件⑥⑦ 基本条件以外③ が該当） 

道路整備状況については、後述のコスト面にも係わってくる事項ですが、この整備が可

能か否かは、施設整備のスケジュールに大きく影響してくる事項でもあります。また、現

況の土地利用状況及び用地取得の難易度として、土地の権利者数が多くなればなるほど、

当然土地の取得にかかる交渉には時間を要することとなり、同様に施設整備のスケジュー

ルに影響を及ぼします。 

 



- 12 - 

◇ 施設の整備・収集運搬等コスト面にかかる事項 

（基本条件⑤⑧ 基本条件以外①② が該当） 

ごみ処理施設の整備には多額の費用が必要であると見込まれます。また収集・運搬にか

かる費用は、毎年継続して必要な費用であり、ごみ処理原価のうちの大きな割合を占めて

いることから、出来る限り低減を図るべきと考えられます。用地取得費、敷地造成費用も、

同様に低減を図るべきと考えられます。 

これに対し、インフラ整備にかかるコストは、施設整備事業の中では大勢に影響しない

程度になると考えられます。 

 

◇ その他の事項（基本条件⑨が該当） 

農振農用地、保安林の指定状況については、他の評価項目に比べ、絶対的な条件とはな

らないと考えます。 
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